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鳥栖市公共施設太陽光発電設備導入可能性調査・基本設計業務委託 

公募型プロポーザル 実施要領 

 

１ 趣旨 

  この実施要領は、鳥栖市本庁舎等への太陽光発電設備導入可能性調査・基本設計業務を委託するにあた

り、公募型プロポーザル方式により受託する優先交渉権者を選定するために必要な事項を定めるものであ

る。 

 

２ 業務概要  

（１）業務名  

鳥栖市公共施設太陽光発電設備導入可能性調査・基本設計業務（以下「本業務」と言う。） 

 

（２）業務目的  

本市は令和４年３月に第２次鳥栖市地球温暖化対策実行計画(区域施策編)を策定し、更には令和５年

１２月にゼロカーボンシティ宣言を行い、２０５０年度に二酸化炭素排出量実質ゼロを目指している。 

こうした状況を踏まえ、鳥栖市民の身近な公共施設である鳥栖市本庁舎及びまちづくり推進センター

への太陽光発電設備の導入検討を計画的かつ効率的に推進し、他の鳥栖市所有の施設の太陽光発電設備

設置検討をより具体的に加速化させるための先導として、太陽光発電設備の導入可能性を調査し、最適

な導入規模と具体的な設置方法や太陽光発電設備の整備手法等についての提案書作成と基本設計業務を

委託するもの。 

また、本業務の調査対象施設は、鳥栖市地域防災計画において災害時対応拠点や指定避難所に指定さ

れていることから、太陽光発電設備の導入可能性調査とあわせ、災害時の事業継続性を目的とした蓄電

池設備の導入についても検討する。 

 

（３）業務内容 

   別紙「鳥栖市公共施設太陽光発電設備導入可能性調査・基本設計業務委託仕様書」のとおり。 

 

（４）履行期間 

   契約締結日の翌日から令和６年１２月１８日（水）まで 

 

（５）委託料上限額 

   ６，９３０千円（消費税及び地方消費税を含む） 

 

３ 参加資格要件 

 参加者は、下記の全ての要件を満たしていること。 

（１）地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の４第１項の規定に該当しないこと。 

（２）会社更生法（平成１４年法律第１５４号）の規定による更生手続開始の申立て、民事再生法（平成１

１年法律第２２５号）の規定による再生手続開始の申立て及び破産法（平成１６年法律第７５号）の規
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定による破産手続開始の申し立てがなされていないこと。 

（３）令和５・６年度の鳥栖市競争入札有資格者名簿（建設コンサルタント等業務）に登録されていること。 

（４）鳥栖市競争入札参加資格者指名停止等の措置要領に基づく入札参加指名停止期間中でないこと。 

（５）佐賀県内・福岡県内に契約権限のある本店又は支店等を有すること。 

（６）本業務を円滑に遂行するために、必要な専門的知識及び業務経験を有する者を従事させるとともに、

鳥栖市との事務調整、打ち合わせ等を、迅速・適切に行うことができ、履行期間内に業務の完了が可能

な体制であること。 

（７）令和元年度から令和５年度までの間に、地方公共団体が発注した同種業務（公共施設等への太陽光発

電設備等の導入可能性調査業務）を受託し、かつ、その業務を履行し、成果物を納品した実績があるこ

と。 

 

４ 参加表明書の留意事項 

本プロポーザルへの参加を申し込む者は、参加要件を満たした上で参加表明書（様式１）に必要な事項

を記入し、下記の要領で提出すること。参加表明書提出後に本プロポーザルの参加を辞退する場合は、参

加辞退届（様式２）を提出すること。 

（１）提出期限：令和６年４月３０日（火）１７時まで 

（２）受付時間：直接持参する場合の受付時間は、開庁日の８時３０分から１７時まで 

（３）提出先 ：担当部署 鳥栖市 市民環境部 環境課 

        住  所 〒８４１－８５１１ 鳥栖市宿町１１１８番地 

        Ｔ Ｅ Ｌ ０９４２－８５－３５５７ 

        Ｆ Ａ Ｘ ０９４２－８３－３３１０ 

        Ｅ₋mail  kankyou@city.tosu.lg.jp 

（４）提出方法：持参、郵送または電子メール 

        郵送の場合は書留郵便等の配達記録が残るものに限る。また、提出期間内に必着とする。 

  

mailto:kankyou@city.tosu.lg.jp
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５ スケジュール 

内容 期日 備考 

①公募開始（公告） 令和６年４月２２日（月） ホームページ掲載 

②参加表明書提出期限 令和６年４月３０日（火）１７時まで  

③質問受付期限 令和６年５月１０日（金）１７時まで  

④質問回答期限 令和６年５月１５日（水） 
質問者及び参加者に 

電子メールで回答 

⑤技術提案書提出期限 令和６年５月１７日（金）１７時まで  

⑥１次審査（書類審査）の 

結果通知 
令和６年５月２２日（水） 参加者全てに文書で通知 

⑦２次審査（プレゼンテー 

ション及びヒアリング） 
令和６年５月２７日（月）（予定）  

⑧２次審査結果の通知 令和６年６月 ６日（木） 参加者全てに文書で通知 

⑨契約締結 令和６年６月中旬～下旬予定  

 

６ 実施要領等の配布方法 

  印刷物での配布は行わない。鳥栖市公式ホームページからダウンロードすること。 

 

７ 質問の受付及び回答 

（１）質問の受付 

   書面（様式は自由、ただし規格はＡ４判）により行うものとし、持参、電子メール又はＦＡＸのいず

れかの方法で受け付ける。ただし、電子メールの場合は着信を確認すること。 

   なお、書面には回答を受ける担当窓口の部署、氏名、電話、ＦＡＸ、電子メールアドレスを記入する

こと。 

  ① 受付期間：令和６年４月２２日（月）から令和６年５月１０日（金）１７時まで 

  ② 受付時間：開庁日の８時３０分から１７時まで 

  ③ 提出先 ：担当部署 鳥栖市 市民環境部 環境課 

 

（２）質問に対する回答 

   質問者及び参加表明者に対して回答期限までに電子メールで回答する。なお、質問に対する回答をも

って、本実施要領を追加補正したものとみなす。 
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８ 技術提案書の作成及び提出 

（１）提案項目 

   提案は、仕様書に記載する業務内容等を踏まえたものとするとともに業務の実施手順及び実施体制、

業務工程表を記載すること。 

 

（２）技術提案書の作成方法 

   技術提案書等の様式は、「（３）技術提案書に関する留意事項」に示すとおりとする。また、技術提案

書等の用紙サイズはＡ４判とし、文字サイズは１０ポイント以上とする。（ただし、図表等においてはそ

の限りではない。） 

 

（３）技術提案書に関する留意事項 

様式 留意事項 

①技術提案書表紙（様式３） 〇本表紙に必要事項を記入・押印のうえ、下記②～⑥の関係書類

を添付すること。 

②技術提案書（様式４～６） 〇「鳥栖市公共施設太陽光発電設備導入可能性調査・基本設計業

務委託仕様書」を確認の上、業務全体の実施方針、実施フロー、

工程計画等について具体的で分かりやすく提案し、記載する

こと。 

〇会社名等の提案者が特定される情報は記載しないこと。 

③業務実施体制書（様式７） 〇業務に従事する配置予定者での実施体制を記載すること。 

〇再委託を必要とする場合、再委託先、業務の範囲、理由、予定

金額がわかるものを添付すること。 

ただし、業務の主たる部分を再委託してはならない。 

④配置予定者調書（様式８） 〇配置予定者の情報、資格・経歴について記載すること。（資格

書の写しを添付） 

〇配置予定者の本業務と類似の業務の実績(令和元年度から令

和５年度までに受託した公共事業)を提出すること。契約書及

び仕様書それぞれの写しを添付すること。(重複する場合は計

１通で可) 

⑤業務実績調書（様式９） 〇本業務と類似の業務の実績(令和元年度から令和５年度まで

に受託した公共事業)を提出すること。契約書及び仕様書それ

ぞれの写しを添付すること。(④と重複する業務は計１通で

可) 

⑥参考見積書（任意様式） 〇本業務の参考見積書 

〇算出根拠（業務に要する直接人件費、技術者動員計画、直接経

費、旅費交通費及びその合計を業務内容毎に記した資料）も添

付すること。 
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（４）提出期限、提出場所及び提出方法 

  ① 提出期限：令和６年５月１７日（金）１７時まで 

  ② 受付時間：直接持参する場合の受付時間は、開庁日の８時３０分から１７時まで 

  ③ 提出先 ：担当部署 鳥栖市 市民環境部 環境課 

  ④ 提出部数：正本１部、副本５部、電子データ１部（CD‐R又は DVD₋R等の電子媒体とする。） 

  ⑤ 提出方法：持参もしくは郵送 

         郵送の場合は書留郵便等の配達記録が残るものに限る。また、提出期間内に必着とする。 

 

９ 優先交渉権者の選定方法 

（１）優先交渉権者は、環境課プロポーザル審査委員会の審査に基づき市長が決定する。 

（２）選定は１次審査（書類審査）、２次審査（プレゼンテーション及びヒアリング審査）の２段階審査とし、

別紙「審査基準書」に基づき、技術提案書等、プレゼンテーション及びヒアリングの審査により行う。 

（３）１次審査（書類審査） 

   １次審査は、参加者が３者を超えた場合にのみ行う。別紙「審査基準書」における審査項目「業務体

制」、「業務実績」について書類審査で評価を行い、上位３者を選定し２次審査を実施する。１次審査の

結果は、１次審査を受けた全ての参加者に通知する。 

（４）２次審査（プレゼンテーション及びヒアリング） 

   １次審査を通過した参加者に対し、次のとおり２次審査を実施する。２次審査は、別紙「審査基準書」

の全ての項目について評価を行う。２次審査の結果は、２次審査を受けた全ての参加者に通知する。 

  ① 実施場所 ：鳥栖市役所 会議室 

  ② 実施予定日：令和６年５月２７日（月）（予定） 

  ③ 開始時間 ：審査日時は後日通知する。 

  ④ 出席者  ：提案者からの出席は３人を上限とする。なお、配置予定技術者は必ず出席すること。 

  ⑤ その他  ：審査時の追加資料の提出及び提示は認めない。ただし、提出した資料の内容について

パワーポイント等を用いての説明は可とする。 

所要時間は準備１０分、プレゼンテーション２０分、ヒアリング１０分、撤収５分と

する。また、順番は社名の五十音順とする。パソコン等を使用する場合は、スクリー

ン及び電源は会場に用意するので、その他のツールは各提案者で準備すること。 

（５）２次審査の結果、評価点の合計が最も高い者を優先交渉権者とし、随意契約の交渉を行う。 

   ただし、その者と合意に至らない場合は、次に評価点の合計が高い者から順に交渉を行う。 

（６）選定結果は参加者全てに文書で通知する。なお、選定結果に関する異議申し立てや質問、採点結果の

公開については一切応じない。 

（７）選定結果の公表に当たっては、鳥栖市公式ホームページにおいて、優先交渉権者及び次点交渉権者の

社名を公表する。 

（８）審査における留意点 

  ① ２次審査において、参加者が１者の場合であっても審査を行う。また、環境課プロポーザル審査委

員会の委員の採点の合計点が満点の６割に満たない場合は、優先交渉権者として選定しない。 
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  ② 得点の合計が最も高い者が複数の場合は、参考見積額が低い者を優先交渉権者とする。参考見積額

も同額の場合は、くじ引きとする。 

 

10 失格事項について 

   本プロポーザルの提案者又は提出された技術提案書等が、次のいずれかに該当する場合は、失格とす

る。 

（１）技術提案書等の提出方法、提出先、提出期限が、本要領に適合していないとき。 

（２）技術提案書等の作成形式等が、本要領に適合しないとき。 

（３）虚偽の申請を行ったとき。 

（４）プレゼンテーションに出席しなかったとき。 

（５）見積書の金額が委託料上限額を超過しているとき。 

(６) 環境課プロポーザル審査委員会委員に対して、直接、間接を問わず故意に接触を求めたとき。 

（７）提案者が、契約締結日までに参加資格要件の規定に抵触することが明らかになったとき。 

 

11 その他の留意事項 

（１）技術提案書の作成、提出及びプレゼンテーションに関する費用は、提案者の負担とする。 

（２）技術提案書に虚偽の記載があった場合は、提出された技術提案書を無効にするとともに、指名停止等

の処分を行うことがある。 

（３）提出物は、原則として返却しない。 

（４）提出された技術提案書は技術提案書の特定以外に、提案者に無断で使用しない。また、特定された技

術提案書を公開する場合には、事前に提案者の同意を得るものとする。 

（５）技術提案書提出後における技術提案書の差し替え、再提出は認めない。ただし、配置予定技術者を、

病気、退職、死亡等のやむを得ない場合により変更を行う場合には、発注者と協議のうえ、同等以上

の代替技術者を選任する。 

（６）優先交渉権者の特定後に、提案内容を適切に反映した特記仕様書の作成のために、業務の具体的な実

施方法について提案を求めることがある。 

（７）鳥栖市情報公開条例に基づく開示請求があった場合は、原則として開示の対象文書となる。ただし、

事業を営む上で、競争上又は事業運営上の地位その他正当な利益を害すると認められる情報は不開示

となる場合があるので、この情報に該当すると考える部分がある場合には、あらかじめ文書により申

し出ること。 

   なお、本プロポーザルの受託候補者特定前において、決定に影響が出る恐れがある情報については決

定後の開示とする。 


